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告

示

福
井
県
告
示
第
３
０
５
号

　
県

統
計

調
査

の
告

示
の

一
部

を
改

正
す

る
告

示
を

次
の

よ
う

に
定

め
る

。

　
　

平
成

３
０

年
７

月
２

４
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

　
　

　
 県

統
計

調
査

の
告

示
の

一
部

を
改

正
す

る
告

示

　
県

統
計

調
査

の
告

示
（

平
成

２
１

年
福

井
県

告
示

第
１

８
７

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
表

中

「
福

井
県

勤
労

者
就

業
環

境
基

礎
調

査

県
内

の
勤

労
者

が
具

体
的

に
ど

の
よ

う

な
就

業
環

境
・

労
働

条
件

の
も

と
に

働

い
て

い
る

の
か

実
態

を
把

握
し

、
今

後

の
勤

労
者

の
福

祉
向

上
を

よ
り

積
極

的

に
推

進
す

る
た

め
の

基
礎

的
デ

ー
タ

を

得
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

福
井

県
全

域

日
本

標
準

産
業

分
類

に
掲

げ
る

大
分

類

「
建

設
業

」
「

製
造

業
」

「
電

気
・

ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業
」

「
情

報
通

信

業
」

「
運

輸
業

，
郵

便
業

」
「

卸
売

業

，
小

売
業

」
「

金
融

業
，

保
険

業
」

「

学
術

研
究

，
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

」
、

「
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

」

、
「

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業

」
、

「
教

育
，

学
習

支
援

業
」

、
「

医

療
，

福
祉

」
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業

」
、

「
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ

な
い

も
の

）
」

に
属

す
る

事
業

所

事
業

所
の

現
況

、
就

業
規

則
、

労
働

時
間

・
休

日
・

休
暇

、
非

正
規

従
業

員
の

雇
用

管
理

、
育

児
・

介
護

休
業

制
度

、
仕

事
と

家
庭

の
両

立
支

援
、

男
女

雇
用

機
会

均
等

関
係

に
つ

い
て

７
月

３
１

日

８
３

８
事

業
所

県
－

報
告

者

郵
送

調
査

１
年

１
０

月
～

１
１

月

 を」
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「

福
井

県
勤

労
者

就
業

環
境

基
礎

調
査

県
内

の
勤

労
者

が
具

体
的

に
ど

の
よ

う

な
就

業
環

境
・

労
働

条
件

の
も

と
に

働

い
て

い
る

の
か

実
態

を
把

握
し

、
今

後

の
勤

労
者

の
福

祉
向

上
を

よ
り

積
極

的

に
推

進
す

る
た

め
の

基
礎

的
デ

ー
タ

を

得
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

福
井

県
全

域

日
本

標
準

産
業

分
類

に
掲

げ
る

大
分

類

「
建

設
業

」
、

「
製

造
業

」
、

「
電

気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業
」

、
「

情

報
通

信
業

」
、

「
運

輸
業

，
郵

便
業

」

、
「

卸
売

業
，

小
売

業
」

、
「

金
融

業

，
保

険
業

」
、

「
学

術
研

究
，

専
門

・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業
」

、
「

宿
泊

業
，

飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

」
、

「
生

活
関

連
サ

ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業
」

、
「

教
育

，
学

習

支
援

業
」

、
「

医
療

，
福

祉
」

、
「

複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

、
「

サ
ー

ビ
ス

業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

」
に

属

す
る

事
業

所

事
業

所
の

現
況

、
就

業
規

則
、

労
働

時
間

・
休

日
・

休
暇

、
非

正
規

従
業

員
の

雇
用

管
理

、
育

児
・

介
護

休
業

制
度

、
仕

事
と

家
庭

の
両

立
支

援
、

男
女

雇
用

機
会

均
等

関
係

、
高

年
齢

者
雇

用
関

係
、

多
様

な
人

材
の

活
用

 

７
月

３
１

日

８
４

３
事

業
所

県
－

報
告

者

郵
送

調
査

１
年

７
月
下

旬

～
９

月
下

旬

」

に
改

め
る

。

　
　
　
附
　
則

　
こ

の
告

示
は

、
平

成
３

０
年

７
月

２
４

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

福
井
県
告
示
第
３
０
６
号

　
農

林
水

産
大

臣
か

ら
、

森
林

法
（

昭
和

２
６

年
法

律
第

２
４

９
号

）
第

２
９

条
の

規
定

に
よ

り
、

保
安

林
に

指
定

す
る

予
定

で
あ

る
旨

の
通

知
が

あ
っ

た
の

で
、

同
法

第
３

０
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

平
成

３
０

年
７

月
２

４
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

保
安

林
予

定
森

林
の

所
在

場
所

　
 　

福
井

市
清

水
平

町
２

１
字

向
畑

山
５

の
１

、
５

の
２

、
１

８
、

２
２

字
平

畑
ケ

１
４

の
２

お
よ

び

２
９

２
　

指
定

の
目

的

　
　

土
砂

の
流

出
の

防
備

３
　

指
定

施
業

要
件

　
⑴

　
立

木
の

伐
採

の
方

法

　
　

ア
　

主
伐

は
、

択
伐

に
よ

る
。

　
　

イ
 　

主
伐

と
し

て
伐

採
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

立
木

は
、

当
該

立
木

が
所

在
す

る
市

町
に

係

る
市

町
村

森
林

整
備

計
画

で
定

め
る

標
準

伐

期
齢

以
上

の
も

の
と

す
る

。

　
　

ウ
 　

間
伐

に
係

る
森

林
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

　
⑵

 　
立

木
の

伐
採

の
限

度
な

ら
び

に
植

栽
の

方
法

、
期

間
お

よ
び

樹
種

　
　

　
次

の
と

お
り

と
す

る
。

　
 　

（
「

次
の

と
お

り
」

は
、

省
略

し
、

そ
の

関
係

書
類

を
福

井
県

庁
お

よ
び

福
井

市
役

所
に

備
え

置

い
て

縦
覧

に
供

す
る

。
）

　
　

福
井
県
告
示
第
３
０
７
号

　
住

宅
確

保
要

配
慮

者
に

対
す

る
賃

貸
住

宅
の

供
給

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

１
９

年
法

律
第

１
１

２
号

）
第

４
０

条
の

規
定

に
よ

り
住

宅
確

保
要

配
慮

者
居

住
支

援
法

人
を

指
定

し
た

の
で

、
同

法
第

４
１

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

平
成

３
０

年
７

月
２

４
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
 　

住
宅

確
保

要
配

慮
者

居
住

支
援

法
人

の
名

称
お

よ
び

住
所

　
　

有
限

会
社

あ
い

ぜ
ん

　
　

越
前

市
広

瀬
町

１
３

１
－

２
３

２
　

支
援

業
務

を
行

う
事

務
所

の
所

在
地

　
　

越
前

市
広

瀬
町

１
３

１
－

２
３

　
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
随

意
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

の
で

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

第
８

２
号

）
第

１
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
　

平
成

３
０

年
７

月
２

４
日

公

告
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福
井

県
総

合
政

策
部

政
策

統
計

・
情

報
課

　
　

福
井

県
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

３
　

落
札

者
を

決
定

し
た

日

　
　

平
成

３
０

年
７

月
５

日

４
　

落
札

者
の

名
称

お
よ

び
住

所

　
　

三
谷

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

株
式

会
社

　
 　

福
井

県
坂

井
市

丸
岡

町
熊

堂
第

３
号

７
番

地
１

－
１

３

５
　

落
札

金
額

　
　

４
０

，
８

２
４

，
０

０
０

円

６
　

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
手

続

　
　

一
般

競
争

入
札

７
　

規
則

第
４

条
の

規
定

に
よ

る
公

告
を

行
っ

た
日

　
　

平
成

３
０

年
５

月
２

２
日

　
　

　
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
（

平
成

１
０

年
法

律
第

９
１

号
）

第
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

越
前

市
か

ら
意

見
を

聴
取

し
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。

　
　

平
成

３
０

年
７

月
２

４
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

大
規

模
小

売
店

舗
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

（
仮

称
）

ア
ク

ロ
ス

芝
原

店

　
 　

越
前

市
芝

原
三

丁
目

１
字

東
江

崎
１

番
　

外
１

８
筆

２
 　

大
規

模
小

売
店

舗
を

設
置

す
る

者
の

氏
名

ま
た

は
名

称
お

よ
び

住
所

な
ら

び
に

法
人

に
あ

っ
て

は

代
表

者
の

氏
名

　
　

株
式

会
社

ク
ス

リ
の

ア
オ

キ

　
　

代
表

取
締

役
　

青
木

　
宏

憲

　
　

石
川

県
白

山
市

松
本

町
２

５
１

２
番

地

　
　

大
和

情
報

サ
ー

ビ
ス

株
式

会
社

　
　

代
表

取
締

役
　

藤
田

　
勝

幸

　
　

東
京

都
千

代
田

区
飯

田
橋

二
丁

目
１

８
番

２
号

３
　

聴
取

し
た

意
見

の
概

要

　
⑴

　
防

犯
・

災
害

対
策

に
つ

い
て

　
　

・
 　

駐
車

場
出

入
口

が
設

置
さ

れ
る

主
要

地
方

道
福

井
朝

日
武

生
線

は
、

夕
方

の
時

間
帯

に

帰
宅

ラ
ッ

シ
ュ

に
よ

り
渋

滞
が

発
生

し
や

す

く
、

ま
た

休
日

に
は

、
同

主
要

地
方

道
を

挟

ん
で

西
側

に
あ

る
ユ

ニ
ク

ロ
武

生
店

の
来

客

車
両

に
よ

り
、

右
折

待
ち

の
列

が
発

生
し

や

す
い

た
め

、
混

雑
時

に
は

、
駐

車
場

出
入

口

に
交

通
誘

導
員

を
配

備
し

、
安

全
な

車
両

の

出
入

り
が

行
わ

れ
る

よ
う

誘
導

願
い

た
い

。

　
⑵

　
騒

音
・

振
動

対
策

に
つ

い
て

　
　

・
 　

騒
音

予
測

報
告

書
で

は
、

夜
間

最
大

値
の

予
測

結
果

に
お

い
て

、
一

部
基

準
値

を
超

過

し
て

い
る

地
点

が
あ

る
。

現
在

、
周

辺
に

は

商
業

施
設

が
立

地
し

て
い

る
が

、
今

後
、

周

辺
の

土
地

利
用

動
向

に
よ

り
影

響
が

認
め

ら

れ
る

場
合

は
、

速
や

か
に

騒
音

対
策

を
実

施

す
る

こ
と

。

　
　

・
 　

荷
物

等
の

搬
送

ト
ラ

ッ
ク

等
か

ら
の

騒
音

は
、

周
辺

住
民

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が

あ
る

こ
と

か
ら

、
乗

入
れ

時
間

帯
の

調
整

、

ド
ラ

イ
バ

ー
へ

の
指

導
等

を
十

分
に

行
う

こ

と
。

　
⑶

 　
廃

棄
物

の
減

量
・

リ
サ

イ
ク

ル
お

よ
び

公
害

防
止

に
つ

い
て

　
　

・
 　

事
業

活
動

に
伴

っ
て

発
生

す
る

廃
棄

物
は

、
自

ら
の

責
任

に
お

い
て

分
別

回
収

と
適

正

処
理

に
努

め
る

と
と

も
に

、
再

生
資

源
と

し

て
活

用
す

る
な

ど
、

廃
棄

物
の

減
量

化
、

資

源
化

お
よ

び
再

利
用

の
促

進
を

図
る

こ
と

。

　
⑷

　
排

水
・

汚
水

処
理

・
悪

臭
防

止
に

つ
い

て

　
　

・
 　

当
該

店
舗

の
設

置
さ

れ
る

区
域

は
、

公
共

下
水

道
認

可
区

域
内

で
あ

り
、

隣
接

西
側

の

主
要

地
方

道
福

井
朝

日
武

生
線

に
下

水
道

本

管
が

布
設

済
み

で
あ

る
た

め
、

速
や

か
に

下

水
を

接
続

す
る

こ
と

。

　
　

・
 　

雨
水

処
理

に
つ

い
て

は
、

区
域

下
流

の
水

路
に

支
障

を
生

じ
な

い
よ

う
、

排
水

容
量

を

検
討

の
上

、
設

計
お

よ
び

対
策

を
講

じ
る

こ

と
。

　
　

・
 　

開
発

区
域

か
ら

や
む

を
得

ず
農

業
用

排
水

路
へ

排
水

を
流

入
さ

せ
る

場
合

に
お

い
て

は

、
武

生
吉

野
瀬

土
地

改
良

区
、

農
家

組
合

等

の
同

意
を

得
、

か
つ

排
水

の
水

質
汚

濁
軽

減

に
努

め
る

こ
と

。
ま

た
、

開
発

事
業

に
よ

り

下
流

水
路

に
支

障
が

生
じ

な
い

よ
う

、
土

地

改
良

区
、

農
家

組
合

等
と

協
議

し
排

水
容

量

等
検

討
の

上
、

施
工

す
る

こ
と

。

　
　

・
 　

汚
水

処
理

に
つ

い
て

は
、

水
質

汚
濁

防
止

法
（

昭
和

４
５

年
法

律
第

１
３

８
号

）
に

基

づ
き

十
分

に
管

理
し

、
水

質
汚

濁
の

防
止

に

努
め

る
こ

と
。

　
⑸

　
そ

の
他

　
　

・
 　

福
井

県
屋

外
広

告
物

条
例

（
昭

和
３

９
年

福
井

県
条

例
第

４
５

号
）

に
基

づ
き

屋
外

広

告
物

等
の

表
示

ま
た

は
設

置
の

許
可

申
請

を

行
う

こ
と

。

４
　

聴
取

し
た

意
見

の
縦

覧
場

所

　
⑴

　
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

　
　

　
福

井
県

産
業

労
働

部
産

業
政

策
課

　
⑵

　
越

前
市

府
中

１
丁

目
２

番
３

号

　
　

　
越

前
市

産
業

環
境

部
商

業
・

観
光

振
興

課

５
 　

聴
取

し
た

意
見

の
縦

覧
期

間
お

よ
び

縦
覧

で
き

る
時

間
帯

　
⑴

　
縦

覧
期

間

　
　

　
公

告
の

日
か

ら
１

月
間

　
⑵

　
縦

覧
で

き
る

時
間

帯

　
　

 　
午

前
８

時
３

０
分

か
ら

午
後

５
時

１
５

分
ま

で

　
　

　
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
（

平
成

１
０

年
法

律
第

９
１

号
）

第
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

小
浜

市
か

ら
意

見
を

聴
取

し
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。

　
　

平
成

３
０

年
７

月
２

４
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

随
意

契
約

に
係

る
特

定
役

務
の

名
称

　
 　

既
存

認
証

シ
ス

テ
ム

再
構

築
、

ク
ラ

ウ
ド

型
グ

ル
ー

プ
ウ

ェ
ア

サ
ー

ビ
ス

用
認

証
連

携
基

盤
構

築

お
よ

び
認

証
連

携
基

盤
利

用
環

境
提

供
業

務

２
 　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

福
井

県
総

合
政

策
部

政
策

統
計

・
情

報
課

　
　

福
井

県
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

３
　

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

　
　

平
成

３
０

年
６

月
２

５
日

４
　

随
意

契
約

の
相

手
方

の
名

称
お

よ
び

住
所

　
　

株
式

会
社

江
守

情
報

　
　

福
井

県
福

井
市

順
化

１
丁

目
２

４
－

３
８

５
　

落
札

金
額

　
　

３
４

，
５

４
９

，
２

０
０

円

６
　

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
手

続

　
　

特
命

随
意

契
約

７
　

随
意

契
約

理
由

　
 　

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

の
観

点
か

ら
、

現
行

の
設

定
情

報
を

公
開

す
る

こ
と

は
で

き
ず

、
一

般
競

争

入
札

に
適

さ
な

い
た

め

　
　

　
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
の

落
札

者
を

決
定

し
た

の
で

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

第
８

２
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

平
成

３
０

年
７

月
２

４
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

落
札

に
係

る
特

定
役

務
の

名
称

　
 　

福
井

県
行

政
情

報
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
　

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

更
新

に
係

る
高

速
化

機
器

（
本

庁
）

の
購

入

お
よ

び
保

守
業

務

２
 　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

お
よ

び
所

在
地
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名
称

お
よ

び
住

所
な

ら
び

に
法

人
に

あ
っ

て
は

代
表

者
の

氏
名

　
　

中
部

土
地

開
発

株
式

会
社

　

　
　

代
表

取
締

役
　

坊
傅

　
強

　
　

越
前

市
横

市
町

第
３

４
号

５
番

地

３
　

聴
取

し
た

意
見

の
概

要

　
⑴

　
防

犯
・

災
害

対
策

に
つ

い
て

　
　

・
 　

主
要

地
方

道
武

生
美

山
線

に
設

置
さ

れ
て

い
る

駐
車

場
出

入
口

に
つ

い
て

、
交

差
点

か

ら
距

離
が

な
く

、
現

在
で

も
混

雑
し

て
い

る

た
め

、
右

折
で

の
退

店
は

危
険

性
が

高
く

、

渋
滞

に
も

つ
な

が
る

た
め

、
利

用
客

や
配

送

車
等

に
退

店
す

る
際

は
左

折
す

る
よ

う
、

看

板
等

の
設

置
に

よ
る

周
知

を
行

う
こ

と
。

　
　

・
 　

市
道

４
１

０
５

号
線

に
設

置
さ

れ
る

出
入

口
に

つ
い

て
は

、
当

該
道

路
が

国
高

小
学

校

の
通

学
路

で
あ

り
、

ま
た

、
農

作
業

車
が

通

行
す

る
な

ど
地

域
の

道
路

と
し

て
活

用
さ

れ

て
い

る
た

め
、

児
童

や
地

域
住

民
の

安
全

に

配
慮

す
る

こ
と

。

　
⑵

　
騒

音
・

振
動

対
策

に
つ

い
て

　
　

・
 　

当
該

区
域

は
、

国
道

８
号

に
面

し
た

敷
地

西
側

の
用

途
地

域
は

準
工

業
地

域
で

あ
り

、

敷
地

東
側

の
用

途
地
域

は
未

指
定

で
あ

る
。

そ
れ

ぞ
れ

の
地

域
で

は
、

騒
音

に
係

る
環

境

基
準

が
異

な
る

た
め

、
注

意
を

持
っ

て
対

処

す
る

こ
と

。

　
　

・
 　

騒
音

予
測

報
告

書
に

よ
る

と
、

夜
間

最
大

値
の

予
測

結
果

に
お

い
て

、
一

部
基

準
値

を

超
過

し
て

い
る

地
点

が
あ

る
。

現
在

、
周

辺

に
は

商
業

施
設

が
立

地
し

て
い

る
が

、
今

後

、
周

辺
の

土
地

利
用

動
向

に
よ

り
影

響
が

認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

速
や

か
に

騒
音

対
策

を

実
施

す
る

こ
と

。

　
　

・
 　

荷
物

等
の

搬
送

ト
ラ

ッ
ク

等
か

ら
の

騒
音

は
、

周
辺

住
民

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が

あ
る

こ
と

か
ら

、
乗

入
れ

時
間

帯
の

調
整

、

ド
ラ

イ
バ

ー
へ

の
指

導
等

を
十

分
に

行
う

こ

と
。

　
⑶

 　
廃

棄
物

の
減

量
・

リ
サ

イ
ク

ル
お

よ
び

公
害

防
止

に
つ

い
て

　
　

・
 　

事
業

活
動

に
伴

っ
て

発
生

す
る

廃
棄

物
は

、
自

ら
の

責
任

に
お

い
て

分
別

回
収

と
適

正

処
理

に
努

め
る

と
と

も
に

、
再

生
資

源
と

し

て
活

用
す

る
な

ど
、

廃
棄

物
の

減
量

化
、

資

源
化

お
よ

び
再

利
用

の
促

進
を

図
る

こ
と

。

　
⑷

　
排

水
・

汚
水

処
理

・
悪

臭
防

止
に

つ
い

て

　
　

・
 　

当
該

店
舗

の
設

置
さ

れ
る

区
域

は
、

公
共

下
水

道
認

可
区

域
内

で
あ

り
、

隣
接

北
側

の

市
道

４
１

０
５

号
線

お
よ

び
南

側
の

主
要

地

方
道

武
生

美
山

線
に

下
水

道
本

管
が

布
設

済

み
で

あ
る

た
め

、
速

や
か

に
下

水
を

接
続

す

る
こ

と
。

　
　

・
 　

雨
水

処
理

に
つ

い
て

は
、

区
域

下
流

の
水

路
に

支
障

を
生

じ
な

い
よ

う
、

排
水

容
量

を

検
討

の
上

、
設

計
お

よ
び

対
策

を
講

じ
る

こ

と
。

　
　

・
 　

開
発

区
域

か
ら

の
排

水
に

つ
い

て
農

業
排

水
路

を
利

用
す

る
場

合
は

、
流

量
計

算
を

行

っ
た

上
、

必
要

に
応

じ
て

調
整

池
を

設
置

す

る
な

ど
対

策
を

取
る

こ
と

。
ま

た
、

排
水

路

の
管

理
者

（
土

地
改

良
区

等
）

と
協

議
し

、

施
工

内
容

に
つ

い
て

同
意

を
得

る
こ

と
。

　
　

・
 　

汚
水

処
理

に
つ

い
て

は
、

水
質

汚
濁

防
止

法
（

昭
和

４
５

年
法

律
第

１
３

８
号

）
に

基

づ
き

十
分

に
管

理
し

、
水

質
汚

濁
の

防
止

に

努
め

る
こ

と
。

　
⑸

　
そ

の
他

　
　

・
 　

越
前

市
景

観
条

例
（

平
成

２
１

年
越

前
市

条
例

第
１

２
号

）
の

規
定

に
よ

り
、

景
観

形

成
に

つ
い

て
届

出
を

提
出

す
る

こ
と

。

　
　

・
 　

越
前

市
建

築
物

に
お

け
る

駐
車

施
設

の
附

置
等

に
関

す
る

条
例

（
平

成
１

７
年

越
前

市

条
例

第
１

７
５

号
）

に
基

づ
く

届
出

を
提

出

す
る

こ
と

。

　
　

・
 　

都
市

機
能

誘
導

区
域

外
に

お
け

る
建

築
で

あ
る

た
め

、
都

市
再

生
特

別
措

置
法

（
平

成

１
４

年
法

律
第

２
２

号
）

に
基

づ
き

、
届

出

を
行

う
こ

と
。

　
　

・
 　

福
井

県
屋

外
広

告
物

条
例

（
昭

和
３

９
年

福
井

県
条

例
第

４
５

号
）

に
基

づ
き

屋
外

広

告
物

の
表

示
ま

た
は

設
置

の
許

可
申

請
を

行

う
こ

と
。

　
　

・
 　

開
発

区
域

が
市

道
に

隣
接

す
る

部
分

の
形

質
の

変
更

に
つ

い
て

は
、

道
路

管
理

者
で

あ

る
都

市
整

備
課

と
事

前
に

協
議

し
、

道
路

の

管
理

境
界

お
よ

び
構

造
物

の
規

格
・

寸
法

等

を
確

認
し

た
う

え
で

、
必

要
な

申
請

手
続

を

行
い

、
承

認
を

受
け

て
か

ら
施

工
す

る
こ

と

。

　
　

・
 　

夜
間

営
業

に
よ

る
照

明
等

に
よ

り
、

周
辺

農
地

の
作

物
の

育
成

に
悪

影
響

を
及

ぼ
す

こ

と
が

な
い

よ
う

配
慮

す
る

こ
と

。

４
　

聴
取

し
た

意
見

の
縦

覧
場

所

　
⑴

　
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

　
　

　
福

井
県

産
業

労
働

部
産

業
政

策
課

　
⑵

　
越

前
市

府
中

１
丁

目
２

番
３

号

　
　

　
越

前
市

産
業

環
境

部
商

業
・

観
光

振
興

課

５
 　

聴
取

し
た

意
見

の
縦

覧
期

間
お

よ
び

縦
覧

で
き

る
時

間
帯

　
⑴

　
縦

覧
期

間

　
　

　
公

告
の

日
か

ら
１

月
間

　
⑵

　
縦

覧
で

き
る

時
間

帯

　
　

 　
午

前
８

時
３

０
分

か
ら

午
後

５
時

１
５

分
ま

で

　
　

　
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
（

平
成

１
０

年
法

律
第

９
１

号
）

第
６

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

大
規

模
小

売
店

舗
の

変
更

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
３

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

５
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
。

１
　

大
規

模
小

売
店

舗
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

ク
ス

リ
の

ア
オ

キ
小

浜
木

崎
店

　
　

小
浜

市
木

崎
３

２
号

２
７

番
　

外
１

２
筆

２
 　

大
規

模
小

売
店

舗
を

設
置

す
る

者
の

氏
名

ま
た

は
名

称
お

よ
び

住
所

な
ら

び
に

法
人

に
あ

っ
て

は

代
表

者
の

氏
名

　
　

株
式

会
社

ク
ス

リ
の

ア
オ

キ

　
　

代
表

取
締

役
　

青
木

　
宏

憲

　
　

石
川

県
白

山
市

松
本

町
２

５
１

２
番

地

３
　

聴
取

し
た

意
見

の
概

要

　
・

 　
騒

音
、

振
動

等
に

つ
い

て
、

苦
情

が
あ

っ
た

際
に

は
、

真
摯

な
対

応
に

努
め

、
適

切
な

対
策

を
施

す
こ

と
。

４
　

聴
取

し
た

意
見

の
縦

覧
場

所

　
⑴

　
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

　
　

　
福

井
県

産
業

労
働

部
産

業
政

策
課

　
⑵

　
小

浜
市

大
手

町
６

－
３

　
　

　
小

浜
市

産
業

部
商

工
観

光
課

５
 　

聴
取

し
た

意
見

の
縦

覧
期

間
お

よ
び

縦
覧

で
き

る
時

間
帯

　
⑴

　
縦

覧
期

間

　
　

　
公

告
の

日
か

ら
１

月
間

　
⑵

　
縦

覧
で

き
る

時
間

帯

　
　

 　
午

前
８

時
３

０
分

か
ら

午
後

５
時

１
５

分
ま

で

　
　

　
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
（

平
成

１
０

年
法

律
第

９
１

号
）

第
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

越
前

市
か

ら
意

見
を

聴
取

し
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。

　
　

平
成

３
０

年
７

月
２

４
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

大
規

模
小

売
店

舗
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

（
仮

称
）

ド
ン

・
キ

ホ
ー

テ
武

生
店

　
 　

越
前

市
横

市
町

２
４

字
小

門
１

４
番

８
　

他
１

９
筆

２
 　

大
規

模
小

売
店

舗
を

設
置

す
る

者
の

氏
名

ま
た
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午

前
８

時
３

０
分

か
ら

午
後

５
時

１
５

分
ま

で

８
　

意
見

書
の

提
出

先

　
　

福
井

市
大

手
３

丁
目

１
７

番
１

号

　
　

福
井

県
産

業
労

働
部

産
業

政
策

課

　
　

　
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
を

実
施

す
る

の
で

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

８
２

号
）

第
４

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

告
す

る
。

　
　

平
成

３
０

年
７

月
２

４
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

　
⑴

 　
調

達
を

す
る

特
定

役
務

（
以

下
「

調
達

役
務

」
と

い
う

。
）

の
名

称
お

よ
び

数
量

　
　

 　
福

井
県

立
恐

竜
博

物
館

総
合

管
理

業
務

委
託

一
式

　
⑵

　
委

託
内

容

　
　

 　
入

札
説

明
書

、
契

約
書

お
よ

び
仕

様
書

（
以

下
「

入
札

説
明

書
等

」
と

い
う

。
）

に
よ

る
。

　
⑶

　
委

託
期

間

　
　

 　
平

成
３

０
年

１
０

月
１

日
か

ら
平

成
３

３
年

９
月

３
０

日
ま

で
（

長
期

継
続

契
約

）

２
　

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

　
 　

こ
の

入
札

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

る
者

は
、

特
定

調
達

契
約

（
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適

用
を

受
け

る
調

達
契

約
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

に
係

る
競

争
入

札
の

参
加

資
格

（
以

下
「

資
格

」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
別

に
知

事
が

行
う

審
査
に

よ
り

認
定

を
受

け
た

者
（

こ
の

公
告

の
日

か
ら

開

札
の

日
時

ま
で

に
資

格
の

認
定

を
受

け
た

者
を

含

む
。

）
で

、
次

に
掲

げ
る

条
件

を
す

べ
て

満
た

す

も
の

と
す

る
。

　
⑴

 　
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

２
２

年
政

令
第

１
６

号
）

第
１

６
７

条
の

４
に

規
定

す
る

者
で

な
い

こ
と

。

　
⑵

 　
入

札
の

日
に

お
い

て
現

に
福

井
県

の
指

名
停

止
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

　
⑶

 　
民

事
再

生
法

（
平

成
１

１
年

法
律

第
２

２
５

号
）

の
規

定
に

よ
る

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

、
会

社
更

生
法

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

５
４

号
）

の
規

定
に

よ
る

更
生

手
続

開
始

の
申

立
て

お
よ

び
破

産
法

（
平

成
１

６
年

法
律

第
７

５
号

）
の

規
定

に
よ

る
破

産
手

続
開

始
の

申
立

て
が

行
わ

れ
て

い
る

者
で

な
い

こ
と

。

　
⑷

 　
警

備
業

法
（

昭
和

４
７

年
法

律
第

１
１

７
号

）
第

４
条

の
規

定
に

よ
る

福
井

県
公

安
委

員
会

の
認

定
を

受
け

て
い

る
者

ま
た

は
同

法
第

９
条

の
届

出
書

を
福

井
県

公
安

委
員

会
に

提
出

し
て

い
る

者
で

あ
る

こ
と

。

　
⑸

 　
中

央
監

視
制

御
運

転
に

係
る

作
業

員
に

つ
い

て
、

調
達

業
務

の
特

記
仕

様
書

に
掲

げ
る

作
業

員
資

格
に

該
当

す
る

こ
と

。

　
⑹

 　
建

築
物

に
お

け
る

衛
生

的
環

境
の

確
保

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
４

５
年

法
律

第
２

０
号

）
第

１
２

条
の

２
第

１
項

第
１

号
ま

た
は

第
８

号
に

掲
げ

る
事

業
に

つ
い

て
都

道
府

県
知

事
の

登
録

を
受

け
て

い
る

者
で

あ
る

こ
と

。

　
⑺

 　
建

築
物

に
お

け
る

衛
生

的
環

境
の

確
保

に
関

す
る

法
律

第
７

条
第

１
項

に
定

め
る

建
築

物
環

境
衛

生
管

理
技

術
者

免
状

を
有

す
る

者
を

、
落

札
後

、
福

井
県

立
恐

竜
博

物
館

の
建

築
物

環
境

衛
生

管
理

技
術

者
と

し
て

選
任

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑻

 　
平

成
２

０
年

度
以

降
に

お
い

て
、

元
請

（
共

同
企

業
体

の
場

合
は

、
当

該
共

同
企

業
体

の
代

表
者

に
限

る
。

）
と

し
て

、
同

種
施

設
に

お
い

て
１

年
を

超
え

る
当

該
業

務
と

類
似

す
る

業
務

を
受

託
し

、
契

約
期

間
満

了
ま

で
適

切
に

そ
の

業
務

を
履

行
し

た
実

績
を

有
す

る
こ

と
。

　
　

 　
な

お
、

海
外

の
実

績
に

つ
い

て
も

条
件

を
満

た
し

て
い

れ
ば

実
績

と
し

て
認

め
る

も
の

と
す

る
。

　
　

＜
同

種
施

設
＞

　
　

・
　

建
物

用
途

：
 博

物
館

等
の

用
途

に
供

す
る

も
の

。
博

物
館

等
と

は
、

博

物
館

、
美

術
館

、
資

料
館

等

、
標

本
資

料
を

用
い

て
常

時

展
示

を
行

う
施

設
と

す
る

（

展
示

ケ
ー

ス
や

書
架

、
模

型

の
み

の
施

設
を

除
く

。
）

。

　
　

・
　

建
物

規
模

：
 博

物
館

等
の

延
床

面
積

が

6
,0
0
0
㎡

以
上

で
あ

る
こ

と

。
博

物
館

等
の

面
積

と
は

、

当
該

用
途

に
直

接
的

か
つ

専

用
で

使
用

し
て

い
る

部
分

を

さ
し

、
他

の
用

地
に

供
す

る

部
分

と
供

用
と

な
っ

て
い

る

部
分

は
含

ま
な

い
。

　
⑼

 　
次

の
ア

か
ら

オ
ま

で
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。

　
　

ア
 　

役
員

等
（

個
人

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
者

を
、

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
役

員
ま

た

は
そ

の
支

店
も

し
く

は
常

時
契

約
を

締
結

す

る
事

務
所

を
代

表
す

る
者

を
い

う
。

以
下

同

じ
。

）
が

暴
力

団
員

（
暴

力
団

員
に

よ
る

不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成

３
年

法
律

第
７

７
号

）
第

２
条

第
６

号
に

規

定
す

る
暴

力
団

員
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

で
あ

る
者

　
　

イ
 　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

２
号

に

規
定

す
る

暴
力

団
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

ま
た

は
暴

力
団

員
が

経
営

に
実

質
的

に
関

与

し
て

い
る

者

　
　

ウ
 　

役
員

等
が

自
己

、
自

社
も

し
く

は
第

三
者

の
不

正
の

利
益

を
図

る
目

的
ま

た
は

第
三

者

に
損

害
を

加
え

る
目

的
を

も
っ

て
、

暴
力

団

ま
た

は
暴

力
団

員
の

利
用

等
を

し
て

い
る

者

　
　

エ
 　

役
員

等
が

、
暴

力
団

も
し

く
は

暴
力

団
員

　
な

お
、

大
規

模
小

売
店

舗
を

設
置

す
る

者
が

そ
の

周
辺

の
生

活
環

境
の

保
持

の
た

め
配

慮
す

べ
き

事
項

に
つ

い
て

意
見

を
有

す
る

者
は

、
同

法
第

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

こ
の

公
告

の
日

か
ら

４
月

以
内

に
、

福
井

県
に

対
し

意
見

書
の

提
出

に
よ

り
こ

れ
を

述
べ

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

平
成

３
０

年
７

月
２

４
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

大
規

模
小

売
店

舗
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

ハ
ー

ツ
神

中

　
　

鯖
江

市
神

中
町

二
丁

目
５

０
１

番
３

　
外

５
筆

２
 　

大
規

模
小

売
店

舗
を

設
置

す
る

者
の

氏
名

ま
た

は
名

称
お

よ
び

住
所

な
ら

び
に

法
人

に
あ

っ
て

は

代
表

者
の

氏
名

　
　

福
井

県
民

生
活

協
同

組
合

　
　

理
事

長
　

竹
生

　
正

人

　
　

福
井

市
開

発
五

丁
目

１
６

０
３

番
地

３
　

変
更

し
よ

う
と

す
る

事
項

　
⑴

　
荷

さ
ば

き
施

設
の

位
置

お
よ

び
面

積

　
　

　
（

変
更

前
）

９
６

．
０

㎡

　
　

　
（

変
更

後
）

１
０

２
．

５
㎡

　
⑵

　
廃

棄
物

等
の

保
管

施
設

の
位

置
お

よ
び

容
量

　
　

　
（

変
更

前
）

２
０

．
４

㎥

　
　

　
（

変
更

後
）

２
３

．
９

㎥

４
　

変
更

の
年

月
日

　
　

平
成

３
０

年
１

０
月

１
日

５
　

届
出

の
あ

っ
た

日

　
　

平
成

３
０

年
７

月
６

日

６
　

届
出

の
縦

覧
場

所

　
⑴

　
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

　
　

　
福

井
県

産
業

労
働

部
産

業
政

策
課

　
⑵

　
鯖

江
市

西
山

町
１

３
－

１

　
　

　
鯖

江
市

産
業

環
境

部
商

工
観

光
課

７
　

届
出

の
縦

覧
期

間
お

よ
び

縦
覧

で
き

る
時

間
帯

　
⑴

　
縦

覧
期

間

　
　

　
公

告
の

日
か

ら
４

月
間

　
⑵

　
縦

覧
で

き
る

時
間

帯
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こ

の
入

札
に

参
加

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
申

請

書
（

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
様

式
。

な
お

、

契
約

担
当

者
の

承
認

を
得

て
、

紙
に

よ
る

申
請

書

ま
た

は
入

札
書

の
提

出
を

行
う

者
（

以
下

「
紙

入

札
者

」
と

い
う

。
）

に
あ

っ
て

は
、

入
札

説
明

書

別
紙

様
式

１
）

に
、

必
要

と
認

め
ら

れ
る

書
類

（

入
札

説
明

書
別

添
１

を
参

照
す

る
こ

と
。

）
を

添

え
て

次
の

と
お

り
提

出
し

、
こ

の
入

札
に

係
る

業

務
に

関
し

福
井

県
の

事
前

審
査

を
受

け
、

資
格

の

確
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
⑴

　
申

請
書

等
の

提
出

期
間

　
　

 　
平

成
３

０
年

７
月

２
４

日
（

火
）

９
時

か
ら

平
成

３
０

年
８

月
１

７
日

（
金

）
１

７
時

ま
で

　
⑵

　
申

請
書

等
の

提
出

方
法

　
　

 　
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
を

使
用

し
て

送
信

す
る

。

　
　

 　
な

お
、

資
料

の
提

出
を

有
効

に
行

う
た

め
に

は
、

申
請

書
の

情
報

が
、

提
出

期
間

中
に

、
契

約
担

当
者

が
本

件
入

札
に

使
用

す
る

電
子

計
算

機
に

備
え

付
け

ら
れ

た
フ

ァ
イ

ル
に

記
録

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
　

 　
申

請
書

の
提

出
に

使
用

す
る

Ｉ
Ｃ

カ
ー

ド
は

電
子

署
名

及
び

認
証

業
務

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

２
年

法
律

第
１

０
２

号
）

に
基

づ
き

主
務

大
臣

の
認

定
を

受
け

た
特

定
認

証
業

務
を

行
う

者
が

発
行

し
た

も
の

で
、

か
つ

福
井

県
物

品
等

競
争

入
札

参
加

資
格

者
名

簿
に

登
録

さ
れ

た
代

表
者

の
名

義
で

取
得

し
、

そ
の

Ｉ
Ｃ

カ
ー

ド
情

報
を

福
井

県
の

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
利

用
者

登
録

し
た

も
の

と
す

る
。

　
⑶

 　
紙

入
札

者
に

係
る

申
請

書
等

の
提

出
先

お
よ

び
提

出
方

法

　
　

ア
　

提
出

先

　
　

　
　

〒
９

１
１

－
８

６
０

１

　
　

　
　

福
井

県
勝

山
市

村
岡

町
寺

尾
５

１
－

１
１

　
　

　
　

福
井

県
立

恐
竜

博
物

館

　
　

イ
　

提
出

方
法

　
　

　
 　

持
参

ま
た

は
郵

送
す

る
こ

と
（

郵
送

す
る

場
合

は
簡

易
書

留
郵

便
と

し
、

提
出

期
間

必

着
と

す
る

。
）

。

６
 　

入
札

書
の

提
出

方
法

、
提

出
期

間
お

よ
び

開
札

日
時

　
⑴

　
入

札
書

の
提

出
方

法

　
　

　
５

⑵
ま

た
は

５
⑶

と
同

様
と

す
る

。

　
⑵

　
入

札
書

の
提

出
期

限

　
　

 　
平

成
３

０
年

９
月

４
日

（
火

）
８

時
３

０
分

か
ら

平
成

３
０

年
９

月
５

日
（

水
）

１
６

時
ま

で

　
⑶

　
開

札
日

時

　
　

　
平

成
３

０
年

９
月

６
日

（
木
）

１
４

時

　
⑷

　
開

札
場

所

　
　

　
福

井
県

勝
山

市
村

岡
町

寺
尾

５
１

－
１

１

　
　

　
福

井
県

立
恐

竜
博

物
館

　
２

階
会

議
室

７
　

入
札

方
法

　
 　

入
札

書
に

記
載

す
る

金
額

は
、

３
６

か
月

間
の

見
積

額
を

３
６

で
除

し
た

額
と

す
る

。

　
 　

落
札

者
の

決
定

に
当

た
っ

て
は

、
入

札
書

に
記

載
さ

れ
た

金
額

に
、

消
費

税
お

よ
び

地
方

消
費

税

に
相

当
す

る
金

額
を

加
算

し
た

金
額

（
加

算
後

の

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

金
額

が
あ

る
と

き
は

、

そ
の

端
数

金
額

を
切

り
捨

て
た

金
額

）
を

も
っ

て

落
札

金
額

と
す

る
の

で
、

入
札

参
加

者
は

、
消

費

税
お

よ
び

地
方

消
費

税
に

係
る

課
税

事
業

者
で

あ

る
か

免
税

事
業

者
で

あ
る

か
を

問
わ

ず
、

見
積

も

っ
た

契
約

希
望

金
額

を
３

６
で

除
し

た
額

か
ら

消

費
税

お
よ

び
地

方
消

費
税

に
相

当
す

る
金

額
を

減

算
し

た
金

額
を

入
札

書
に

記
載

す
る

こ
と

。

８
　

落
札

者
の

決
定

に
関

す
る

事
項

　
 　

こ
の

入
札

に
係

る
調

達
役

務
の

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内
で

最
低

の
価

格
を

も
っ

て
有

効
な

入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

９
　

そ
の

他

　
⑴

 　
こ

の
入

札
に

係
る

一
連

の
手

続
お

よ
び

契
約

に
関

す
る

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

お
よ

び
通

貨

　
　

　
日

本
語

お
よ

び
日

本
国

通
貨

と
す

る
。

　
⑵

　
入

札
保

証
金

お
よ

び
契

約
保

証
金

　
　

 　
福

井
県

財
務

規
則

（
昭

和
３

９
年

福
井

県
規

則
第

１
１

号
）

の
規

定
に

よ
る

。

　
⑶

　
入

札
の

無
効

　
　

 　
福

井
県

財
務

規
則

第
１

５
１

条
の

規
定

に
よ

る
。

　
⑷

　
契

約
書

作
成

の
要

否

　
　

　
要

　
⑸

 　
暴

力
団

員
等

に
よ

る
不

当
介

入
を

受
け

た
場

合
の

措
置

　
　

ア
 　

受
注

者
は

、
福

井
県

暴
力

団
排

除
条

例
（

平
成

２
２

年
福

井
県

条
例

第
３

１
号

）
第

５

条
第

２
項

の
趣

旨
に

の
っ

と
り

、
暴

力
団

員

ま
た

は
暴

力
団

も
し

く
は

暴
力

団
員

と
密

接

な
関

係
を

有
す

る
者

に
よ

る
不

当
介

入
を

受

け
た

と
き

は
、

速
や

か
に

所
轄

の
警

察
署

に

届
出

を
行

う
と

と
も

に
、

捜
査

上
必

要
な

協

力
を

行
う

こ
と

。

　
　

イ
 　

ア
に

よ
り

、
警

察
署

に
届

け
出

た
と

き
は

、
そ

の
旨

を
速

や
か

に
発

注
者

に
報

告
す

る

こ
と

。

　
　

　
 　

な
お

、
上

記
ア

の
届

出
を

怠
っ

た
と

き
は

、
物

品
購

入
等

の
契

約
に

係
る

指
名

停
止

措

置
要

領
の

規
定

に
基

づ
く

、
指

名
停

止
等

の

措
置

を
講

じ
る

こ
と

が
あ

る
の

で
注

意
す

る

こ
と

。

　
⑹

 　
こ

の
公

告
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
入

札
に

関
し

必
要

な
事

項
は

入
札

説
明

書
等

に
よ

る
。

　
⑺

 　
２

に
記

載
す

る
別

に
知

事
が

行
う

審
査

を
申

請
す

る
時

期
と

場
所

　
　

ア
 　

福
井

県
の

休
日

を
定

め
る

条
例

（
平

成
元

年
福

井
県

条
例

第
２

号
）

第
１

条
第

１
項

各

号
に

掲
げ

る
日

を
除

き
、

随
時

申
請

を
受

け

付
け

る
。

に
対

し
て

資
金

等
を

供
給

し
、

ま
た

は
便

宜

を
供

与
す

る
な

ど
直

接
的

も
し

く
は

積
極

的

に
暴

力
団

の
維

持
運

営
に

協
力

し
、

ま
た

は

関
与

し
て

い
る

者

　
　

オ
 　

役
員

等
が

暴
力

団
ま

た
は

暴
力

団
員

と
社

会
的

に
非

難
さ

れ
る

べ
き

関
係

を
有

し
て

い

る
者

３
　

電
子

入
札

の
実

施

　
 　

入
札

に
係

る
入

札
参

加
資

格
の

確
認

申
請

お
よ

び
入

札
書

の
提

出
は

、
契

約
担

当
者

の
使

用
に

係

る
電

子
計

算
機

と
入

札
に

参
加

す
る

者
の

使
用

に

係
る

電
子

計
算

機
と

を
電

気
通

信
回

線
で

接
続

し

た
電

子
情

報
処

理
組

織
（

以
下

「
電

子
入

札
シ

ス

テ
ム

」
と

い
う

。
）

を
使

用
し

て
行

う
。

　
 　

な
お

、
や

む
を

得
な

い
事

由
に

よ
り

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

を
使

用
し

て
入

札
参

加
資

格
の

確
認

申

請
ま

た
は

入
札

書
の

提
出

を
行

う
こ

と
が

で
き

な

い
者

は
、

入
札

手
続

に
支

障
が

な
い

場
合

に
限

り

、
紙

入
札

承
認

願
（

入
札

説
明

書
別

紙
様

式
２

）

を
契

約
担

当
者

に
提

出
し

、
契

約
担

当
者

の
承

認

を
得

て
、

紙
に

よ
る

入
札

参
加

資
格

確
認

申
請

書

ま
た

は
入

札
書

の
提

出
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。

　
 　

そ
の

他
、

電
子

入
札

の
つ

い
て

は
、

「
福

井
県

物
品

等
電

子
入

札
運

用
基

準
」

、
「

福
井

県
物

品

等
電

子
入

札
運

用
要

領
」

お
よ

び
「

電
子

入
札

に

関
す

る
取

扱
い

」
に

よ
る

。

４
　

入
札

説
明

書
等

の
交

付
等

　
⑴

 　
入

札
説

明
書

等
の

交
付

場
所

お
よ

び
こ

の
入

札
に

関
す

る
問

合
せ

先

　
　

　
〒

９
１

１
－

８
６

０
１

　
　

　
福

井
県

勝
山

市
村

岡
町

寺
尾

５
１

－
１

１

　
　

　
福

井
県

立
恐

竜
博

物
館

　
　

　
電

話
　

０
７

７
９

－
８

８
－

０
０

０
１

　
⑵

 　
入

札
説

明
書

等
の

交
付

は
上

記
場

所
で

行
う

ほ
か

、
福

井
県

物
品

等
入

札
情

報
サ

ー
ビ

ス
シ

ス
テ

ム
で

公
開

す
る

。

５
　

資
格

の
確

認
に

関
す

る
事

項



7　平成30年７月24日（火） 福 井 県 報 第 2941 号

　
　

イ
 　

申
請

書
の

交
付

場
所

お
よ

び
提

出
場

所
な

ら
び

に
申

請
に

関
す

る
問

合
せ

先

　
　

　
　

〒
９

１
０

－
８

５
８

０

　
　

　
　

福
井

県
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

　
　

　
 　

福
井

県
会

計
局

会
計

課
  総

務
事

務
第

三

グ
ル

ー
プ

　
　

　
　

電
話

　
０

７
７

６
－

２
０

－
０

２
５

３

１
０

　
S
u
m
m
ary

　
⑴

　
N
atu

re an
d
 q
u
an

tity
 of th

e serv
ice

　
　

 to b
e req

u
ired

　
　

　
S
ecu

rity
 serv

ices an
d
 clean

in
g
 an

d
 　

　
　

oth
er d

u
ties for F

u
k
u
i P

refectu
ral

　
　

D
in
osau

r M
u
seu

m
.

　
⑵

　
D
ate, tim

e of b
id
d
in
g

　
　

　
14:00, S

ep
tem

b
er 4th

, 2018

　
⑶

　
P
eriod

 of con
tract

　
　

 　
F
rom

 O
ctob

er 1st, 2018  to S
ep

tem
b
er 

30th
, 2021

　
⑷

　
C
on

tact p
oin

t for th
e n

otice

　
　

　
F
u
k
u
i P

refectu
ral D

in
osau

r M
u
seu

m
,

　
　

51-11, T
erao, M

u
rok

o, K
atsu

y
am

a city
, 

　
　

F
u
k
u
i p

refectu
re, 911-8601, Jap

an

　
　

　
T
E
L
 0779-88-0001
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平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日
印
　
刷
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇

-

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日
発
　
行
　
印
刷
人
　
〒
九
一
〇

-

〇
八
五
八
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
十
五

-

二
十
七
　
㈱
竹
下
印
刷
所
　
☎
㉔
二
二
二
一
番


